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　石破政権は今月２日に健康保険証の新規発行を終了する方針で
す。「私は医療を受けられなくなるの？」などの疑問にお答えします。

　今、手元にある健康保険証（紙やプ
ラスチックのもの）は最長１年間使えま
す。捨ててはいけません。
　基本的に、会社員や公務員が加入す
る健康保険は、2025年12月１日が有効
期限。原則75歳以上の人が加入する後
期高齢者医療制度は25年７月31日が有

効期限です。
　国民健康保険は自治体によって違う
ので、有効期限を確認してください。
　ただし、いずれも今年12月２日以降に
引っ越し、転職、退職など医療保険が
変わると使えなくなりますので、ご注意
ください。

　まったく問題ありません。
今の健康保険証の有効期限ま
ではこれまで通り医療を受け
られます。また、有効期限が
切れる前には、加入する医療
保険から「資格確認書」が申
請なしで交付されます（有効
期間は５年以内）。
　資格確認書は、今の健康保
険証と名前が違いますが、健
康保険証と同じように、氏名、

生年月日、加入者の番号など
が書いてあり、今の健康保険
証と同じように、資格確認書
を医療機関などの窓口に提示
するだけで医療を受けること
ができます。

　マイナ保険証で医療を受けるときは、
加入する医療保険から届く「資格情報の
お知らせ」を必ず持っていく必要がありま
す。エラーで資格確認ができないときは、
マイナ保険証と一緒に提示します。なお、
「資格情報のお知らせ」だけでは医療を受

けることはできま
せん。資格確認書
とは別物です（資
格確認書は、マイナ保険証を持っている
人には受診困難な人などを除き基本的に
は交付されません）。

　「紙の保険証廃止は止めてほしい」との
切実な声に応え、共産党の田村智子委員
長と立憲民主党の野田佳彦代表は党首会

談（10月30日）で廃止撤回を求めること
で一致。立憲民主党は、健康保険証の廃止
撤回を求める法案を国会に提出しました。

Ｑ今の保険証は使えない？

Ｑマイナ保険証を持っていません Ｑエラーで資格確認ができない

現行保険証廃止 混乱招く愚策は撤回を

廃止撤回法案成立へ全力
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12月２日以降あなたはどうなる？


